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№ 地区 項目 意見要約 市長回答 所管課 所管課補足

1 伊津部地区 道路の管理に関して
道路に亀裂が入っているところがあり、地元業者が対応をしてくれたが、所管課

に相談したら対応してもらえるものか。

（総務部長）市道に関しては、道路管理者の市で管理を行う必要があります。気づく

ところがありましたら、土木課までご連絡いただければと思います。奄美市公式ライ

ンで公共物に関しての通報を行うことができますので、スマートフォンで写真を撮

り、コメントなどを付けていただいて通報することもご検討いただければと思いま

す。

土木課

5/24に現場を確認しました。

総務部長回答に補足なし。

2 伊津部地区 市道（私道）について

上部（団地入口）と中間部舗装面に亀裂が見られる。崩壊が危惧されるので、現

場を見ていただきたい。同じく同路線の一番下の三叉路付近で佐大熊方面からの

車が見えにくいので、カーブミラーが設置できないか。

東ケ丘団地内で、市道に編入されなかった私道が、３本ほどある。舗装がされて

いない箇所もあるので、私道舗装の事業が入れられないか。

（総務部長）市道の編入に関しては認定基準があり、まずは所有者を特定すること等

が必要です。新たに回転広場を必要とするなど、基準が変更になっておりますが、そ

の他の案件も含め、所管課の土木課に繋げて検討致します。

私道舗装の制度もありますので、そのことも含めて検討致します。

土木課

5/24に現場を確認しました。

舗装面亀裂：一部補修しましたが、お気づきの点があれば土木課までご

連絡ください。

カーブミラー：道路の性質上、カーブミラーでの視認は困難かと思われ

ます。違う形での安全対策を検討していきたいと思います。

私道舗装：舗装がされていない路線については、行き止まりであり特定

の方のみの利用であるため私道の整備は難しいと考えております。

3 伊津部地区 道路の新設について 団地北側から佐大熊側に降りる車道が設置できないか。

（市長）現在の市の計画の中では検討されておりません。おがみ山バイパスも昭和

50年代から計画が始まってやっと着工が始まるところですので、新しい道路やバイ

パスの建設については大変難しいと思いますので、現状の道路の維持補修、強化がよ

ろしいかと思います。

（総務部長）地形的に大変難しいと思います。

土木課 市長、総務部長回答に補足なし。

4 伊津部地区 観光客の受け入れについて
大型客船が停泊する際に観光客が道路を歩いているが、道路に雑草が生い茂って

おり、頻繁に草刈りを行えないか。

国道・県道については、県が所管しておりますが、年に２回程度の伐採を行っている

と聞いております。メンテナンス・フリーの取組みも進めておりますが、ラインでの

通報についてもご検討いただければと思います。

土木課 市長回答に補足なし。

5 伊津部地区 道路周りの樹木の伐採について
道路周りの樹木が大きくなりすぎて、外灯にもかかって、暗くて見えづらい。伐

採などを行っていただけないか。

（総務部長）市の所有地に生えた樹木であれば管理のため伐採することは可能です

が、個人の土地から生えた樹木については、持ち主の方が伐採等管理する必要があり

ますので、所管課で場所の確認などを行い検討したいと思います。

土木課 総務部長回答に補足なし。

令和６年度「市民と市長のふれあい対話」（東ヶ丘自治会集会所）での主なご意見と市の対応

1/2



№ 地区 項目 意見要約 市長回答 所管課 所管課補足

7 伊津部地区 携帯電話の電波について
携帯電話の電波の入りが悪い。３つの通信キャリアとも電波の入りが悪く困って

いるが何か手立てはないか。

（市長）通信キャリアごとにアンテナを立てる必要があると思いますが、何かしらの

対策を検討したいと思います。

（企画調整課長）市内の電波の状況を把握する機会があると思いますので、その際に

状況を伝えるなど、対策を行えるように努めます。

デジタル推

進課

　鹿児島県にて携帯電話の電波がつながらない地域、又はつながりにく

い地域で住民等から要望があった地域について集約を行い、８月に鹿児

島県から各携帯電話事業者へ要望書を提出する予定です。

伊津部地区（東ヶ丘自治会）についても県へ情報提供を行い、改善の要

望をいたします。

8 伊津部地区 外灯について
東ヶ丘については、街灯が少ないように感じるが、ハブも出るので、もう少し増

やせないか。

　街灯に関しては、主に町内会・自治会に設置をお願いしており、市としては新規設

置費や電気代の補助などをさせていただいております。町内会の範囲以外のところ、

東ヶ丘に上がってくる道路沿いなど、市のほうで設置することも検討できると思いま

すので、場所などを教えていただきたいと思います。

総務課

土木課

（総務課）街灯設置費補助金

新規・交換15，000円　専用支柱を伴う場合25，000円

街灯維持費補助金

街灯設置補助金を利用して設置した街灯の電気代年額25％を補助

（土木課）市長回答に補足なし。

（学び・スポーツ推進課）まなびフェスタについては、令和２・３年度

についてはコロナ禍により中止としました。その後再開する際に、多く

の人を集めることへの懸念もあり、教育・福祉・農業で合同開催してい

たイベントを分散開催することとしました。まなびフェスタは令和４年

度から再開し、令和４・５年度は生涯学習講座閉講式と合同開催いたし

ました。本年度はPTA研修会と合同開催することで教育分野全般にイベ

ント主旨を広げたいと計画しています。

（福祉政策課）令和元年度に３つのイベント（学びフェスタ・農業ふれ

あいまつり・市民福祉まつり）を合同開催した以降は、コロナ禍により

合同開催は中止となっております。学びフェスタ及び産業ふれあいまつ

り（旧農業ふれあいまつり）は令和4年度より単独開催で再開しておりま

す。なお未実施の市民福祉まつりにつきましては、福祉政策課をはじめ

とする保健福祉部各課及び社協等各種福祉関係機関と今後について検討

して参ります。

（農林水産課）農業ふれあいまつりについては、まなびフェスタと同様

にコロナ過により令和２・３年は中止となりましたが、令和４年度から

再開いたしました。

学び・ス

ポーツ推進

課

福祉政策課

農林水産課

　コロナ禍により、多くの人を集めてまつりを開催することがよろしくないとの所管

課の判断から、学びフェスタと市民福祉まつり、農業ふれあいまつりを合同で行うこ

とはしなくなったのではないかと思います。どのようないきさつがあったのかを確認

したいと思いますが、学びフェスタ、農業ふれあいまつりは単独で行ったことと承知

しております。

今年は市民福祉まつりが実施されなかった。多くの市民が楽しみにしているの

で、開催をお願いしたい。
市民福祉まつりについて伊津部地区6
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